
【予約・貸出の流れ】

①予約（仮受付）

 ・使用する日の６か月前の１日から      ≪使用料減免対象に該当する場合≫ 

②使用承認申請書（様式３の２）の提出     ②使用承認申請書（様式３の２） 

                       及び使用料減免申請書（様式５の２） 

の提出 

③使用承認書（様式３の３）の交付       ③使用承認書（様式３の３）の交付 

④使用料の納付 

・使用承認書交付後、指定日までに全額納付 

⑤事前打合せ 

  ・使用する前日までに行う 

⑥使用当日

・附属設備を使用する場合は使用料を納付 

⑦使用後 

・施設を原状回復した後、点検を受ける 

≪その他≫ 

○使用を取り止める場合･････････使用承認取消申請書（様式５の３）の提出 

○使用承認内容を変更する場合･･･使用承認変更申請書（様式５の４）に交付された使用

承認書を添えて提出、使用料の精算 


